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特定非営利活動法人 地域ケアネットワークゆいまぁる 

１ 事業の成果 

１） 持続可能なゆいまぁるに向けて 

・顧問社労士とともに「常勤就労規則」を見直した。今後も働きやすい職場を確立し、職員が安心

して働けるよう規定等の整備を行う。 

２） 温故知新 

・設立２５周年を記念し、外部向けに通信「25 周年記念特別号」を発行し、職員に紅白饅頭と記

念名入りボールペンを配った。 

・入職時研修時には「ゆいまぁる 5 原則」を必須項目として職員に共有している。 

３） リスク管理 

・事業部門ごとに計画的に「災害対策編」「感染症対策編」を作成し実施している。今後は法人全

体について取り組んでいく。 

４） 世代交代 

・事業運営会議を通して各管理者間の相互理解が深まり、法人全体の運営に忌憚なく意見を出し

合う基盤が出来つつある。 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【205,531】千円） 

定款に記載 

された 

事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 

人数 

受益 

対象者 

範囲 

受益 

対象者 

人数 

事業費 

（千円） 

ホームヘルプ 

事業 

介護保険、市の総合事業、障

害、制度外等の身体介護、生活

援助などの訪問介護。学生の

研修受け入れ。 

365 日 7 時

～22 時 

東久留米市内

及び近隣の利

用者宅 

36 人 

高齢・障害 

研修受入は近

隣大学生等。 

120

人/月 
52,842 

デイサービス事

業 

介護保険及び総合事業等の通

所介護。食事、送迎、入浴、機

能訓練、学生の職場体験受入

れ、他。 

8 時半～17

時、月～金

（年末年始

休） 

ゆいまぁる南

沢デイルーム 
11 人 

高齢・障害、職

場体験は中学

生 

15 人 /

日平均 
32,071 

居宅介護支援事

業（ケアマネジメ

ント） 

介護給付及び、予防給付の 

ケアプラン作成、サービス調

整、モニタリング、認定調査な

ど。福祉相談、認知症カフェ支

援。 

月～金 

9 時～17 時

半、緊急電話

は 365 日 24

時間 

ゆいまぁる南

沢事務所～市

内利用者宅 

6 人 

利用者：高齢・

障害、 

相談は誰でも 

  

介護

183 人/

月、 

予防 34

人/月 

34,458 

 

食事サービス事

業 

市の生活支援及び、支えあい

の配食や安否確認。障害者施

設や、ヤングケアラーへの提

供等。 

月～土の昼 

 月～金の

夕 

南沢事業所厨

房でつくり、市

内利用者宅へ 

15 人 高齢・障害 
90 人 /

月 
36,113 

地域の居場所づ

くりの為の交流

事業 

コミュニティカフェの運営 
平日 11 時半

～15 時半 
カフェ笠松 2 人 

住民・ボランテ

ィア 

20 人程

/月 
2,779 

小規模多機能型

居宅介護事業 

予防含む介護保険の認定者対

象で 24 時間 365 日、馴染みの

関係で行う地域密着包括ケ

ア。学生の職場体験・民生委員

の研修・認知症サポーター養

成講座受講者受入れ 

365 日、 

 24 時間 

ゆいまぁるは

ちまん及び近

隣の利用者宅 

11 人 

高齢・障害、職

場体験・研修は

中学生、民生委

員、講座受講生 

21 人 /

月平均 
47,268 
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